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  昨年度の技術研究発表会において、開発建設部所管の事務庁舎における保全の実態について報告さ

れ、この中で保全業務担当者に対し専門的な知識を持った者による支援体制が整備されていないことが

指摘された。本研究ではその中から、建物の保全を円滑に推進するために、営繕担当者として保全業務

担当者及び施設管理者にどのような技術的支援が必要か検討するものである。 
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１． はじめに 

 

旭川開発建設部（以下「当部」という）管内の事業営

繕施設は平成２３年度１２月現在３６７棟ある。これら

の建物は「官公庁施設の建設等に関する法律」（以下「官

公法」という）による適切な保全が急務とされている。 

しかし実情は、法の趣旨、様々な支援ツールなどが保

全担当者によく理解されておらず適切な保全がなされて

いるとは言い難い。 

本研究ではこれらの事業営繕施設のうち、国土交通省

所管の河川・道路部門の事業営繕施設を対象として、営

繕担当者として保全業務担当者及び施設管理者にどのよ

うな技術的支援が必要か検討することを目的とする。 

 

 
 

 

 

２． 所管施設の分類 

 

（１） 予算別の分類 

事業営繕施設はおもに、営繕費・宿舎費及び各事業の

工事費で建設されているが、図－１－１のとおり当部所

管の建物のうち営繕費で建設された施設は３０％、宿舎

費で建設された施設は２２％、工事費で建設された施設

は４８％となっている。 

このうち工事費で建設された施設の事業部門毎の内訳

は図－１－２のとおり河川部門５４％、道路部門３４％、

農業部門１２％となっている。 

 

 

 

 

 

 
図－１－１ 事業費別割合 図－１－２ 部門別割合 
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（２）官公法の点検義務による分類 

官公法による点検義務のある建物は、表－１のように

事務所その他これに類する用途に供する建築物のうち階

数が２以上又は延べ面積が２００㎡を超える建築物とさ

れており、当部において該当する建築物別分類にあわせ

て整理したものが図－２－１のとおりとなっており、総

数で１０４棟ある。（農業部門を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

３． 施設データベースの作成 

 

営繕職員が施設整備課で所管する施設を適切に把握す

るため、施設データベースを作成する。 

これは、保全台帳の作成支援、施設の中長期の改修及

び建替計画等の予算要求資料作成等の業務支援、災害時

における応急危険度判定等に迅速に対応する、といった

業務の基礎資料となるもので、デジタルデータのほかマ

イクロ・紙等のアナログ資料を保管する。 

具体的には、建物データリストの項目として建物コー

ド、所在地、構造、規模、延べ面積、建築年次、増築等

改修履歴、予算区分、保全の手引きの有無、取扱説明書

の有無、求積図等の有無を設定している。 

保全に関する資料としてほかに設計図、完成図、構造

計算書、計画通知書、写真などがあげられる。これらを

データリストと共に整理、保存しておくことにより様々

な状況に対応可能とする。 

 

 

４． 各事業部門における維持管理の実情 

 

（１） 公物管理課における管理 

工事費で建設された河川構造物・道路構造物及びその

付属施設（建築構造物も含まれる）は、全て財産目録と

して公物管理課で保存されている。 

財産目録は直接工事を担当している各事務所等の事業

担当係で作成され、公物管理課へ提出されている。 

また公物管理課は維持・補修等の保全業務について所

掌外であり、構造物の維持管理・予算要求等の実務は各

事務所等が行っている。 

 

（２） 河川・道路構造物の維持管理 

事後保全となっており、定期的に行われる保守・点検

業務により不具合等が報告された場合その都度、各事務

所等が予算要求資料等を作成し、本部担当事業課と調整 

のうえ予算要求している。付帯する建築物の保守点検は

行われておらず、別の点検業務等により偶然発見された

場合などに、営繕係に報告されてくるのが実情である。 

 

（３） 保全の認識 

事務所、事業所の保全担当者の保全の認識については、

昨年度の技術研究発表会の報告において「点検の対象と

なるのかわからない」が４３％、という結果から、関係

法令が浸透していないのが現状であり、法令を周知する

と共に、点検の実施に向けて取り組んで行く必要がある。 
一方、宿舎等の国有財産管理者は、保全の認識につい

ては全て把握していた。 
 

 

５． 具体的な技術的支援の内容 

 

官公法による点検義務は、一定規模以上の建築物につ

いて、まず保全台帳を作成し、中長期保全計画などを立

て、この計画に基づき保全業務を実施し、実施した内容

を決められた書式に記入・保管し、中長期的に建物を良

好な状態に保っていこうとするものである。 

図－２－１ 点検義務のある建築物別分類 

表－１ 点検義務がある国家機関の建築物の範囲 
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一方で昨年度の技術研究発表会の報告において保全業

務を行う上で「担当者の知識不足」「業務を担当する人

員不足」「相談者がいない」等の問題点があることがわ

かった。 

また、工事費で建設された建物も国有財産であるが、

維持・管理は実務上、出先事務所等の技術系職員が担っ

ているのが実態で、官公法による点検義務があるという

ことが浸透していない。 

さらに既存施設は図－５－１のとおり３０年、４０年

前の建物がほぼ半数を占めており点検等を行い適正な保

全が必要である。 

 

 

 

このような問題点に対応するために以下のような支援

策が考えられる。 

 

（１） 保全台帳・中長期保全計画の作成支援 

点検義務のある建築物について、営繕係が作成してい

る施設データベース、新築時に作成している保全の手引

き等を活用しながら情報提供し、営繕職員が積極的に保

全台帳・中長期計画の作成支援を行う。 

このとき保全業務支援システム（以下「ＢＩＭＭＳ－

Ｎ」という）に定期点検が義務化されている建物の登録

をあわせて指導・支援する。 

ＢＩＭＭＳ－Ｎの機能には「基本情報管理機能」「施設

管理機能」「簡易中長期保全計画作成機能」「保全実態調

査情報管理機能」「点検記録情報管理機能」があり、建物

の保全台帳に記載する内容が網羅されている。 

これを活用することで、単に台帳等の作成のみならず、

点検項目の抽出や点検時期の把握による点検漏れの防止、

保全実態調査への適切な対応などができるので、予算要

求の時期を逃すことなく適切な保全を行うことができる。

またシステム利用による省力化も期待できる。 

 

（２）保守・点検等の外注業務の支援 

営繕費、宿舎費の建物に係わる保守・点検については

「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る       

要領について（平成１７年度）」通知があり、順次保守・

点検を行っている状況である。 

工事費の建物に関わる保守・点検については人事院規

則等に定められた室内環境に係る点検、消防法に定めら

れている消防設備等の点検、昇降機の点検が各施設で概

ね実施されている。しかし建物の敷地・地盤、構造耐力

上主要な部分、非構造部材などの点検についてはほとん

ど実施されていないのが実情である。これらについては

点検が急務であるため、保全担当者に保全の必要性を指

導すると共に積極的に点検業務を外注出来るように支援

が必要である。 

 

（３）官公法の点検義務から除外される建築物の保全 

特に工事費で建設された建物は、その用途上、官公法

の点検義務から除外されるものも少なくないが同様に保

全していく必要がある。 

このため、これらの建物についても、官公法に準じた

保全台帳、中長期保全計画の策定を支援していく。 

さらに、点検等については法令等に義務化されていな

いことから営繕職員が直接行っていく必要がある。 

またこれらの支援は既存ストックとなっている全ての

建物で行っていかなければならない。積極的にＢＩＭＭ

Ｓ－Ｎを活用した保全を行って同じシステム上で管理し

ていくことで業務の効率化が促進されると思われる。 

以上のような支援を行っていくことにより官公法によ

る点検の必要性を保全担当者に再認識してもらうことが

できる。 

また、営繕職員が支援を継続することにより、人事異

動のため保全担当者が交代しても知識不足や人員不足を

補い、円滑に保全業務を行えることが期待できる。 

 
（４）予算要求資料作成支援 
保全点検後、その内容により改修計画立案を行い、施

設データベースを有効活用することにより、図面作成、

数量算出、見積等徴収及び設計書等の予算要求資料作成

の支援を行う。 
場合によっては、保全担当者と共に現地確認を行った

うえで適切なアドバイスを行い、順次データベースを更

新していく必要がある。 
 

（５）保全業務フロー 

 現状では、経理課管財スタッフが所掌する施設のみ保

全台帳を整備し、ＢＩＭＭＳ－Ｎに登録し点検を行って

いるが、営繕係が一切関与していないため適正にデータ

入力が行われていない部分も見受けられた。 

 そのため適正な保全を行うためのフローを図－５－２

に示す。 

 

図－５－１ 経年別割合 
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６． おわりに 

 

来年度以降、表－２の保全業務年間スケジュールによ

り点検が義務化されている建物から順次、支援を行い保

全台帳・中長期計画の作成、ＢＩＭＭＳ－Ｎへの登録を

予定しているが、通常業務と並行作業となり、施設数も

多いことから長期計画を作成し整理していかなければな

らないと思われる。 

なお、当部管内における農業事業の構造物等は、約２

２棟あり、官公法の点検が必要な建物は３棟ほどとなっ

ているが、農業施設は工事地区完了後、自治体・土地改

良区等に国有財産のまま維持、修繕などの全てを含み管

理委託を行なう制度となっているため、今回の検討には

含めなかった。 
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図－５－２ 保全業務フロー図 

表－２ 保全業務年間スケジュール 


